
■
郵
便
投
票

　

郵
便
投
票
制
度
を
利
用
で
き
る
人
は
、

身
体
障
害
者
手
帳
か
戦
傷
病
者
手
帳
を

持
っ
て
い
る
人
ま
た
は
介
護
保
険
の
被
保

険
者
証
に
要
介
護
状
態
区
分
５
と
記
載
さ

れ
て
い
る
人
で
、
歩
行
が
困
難
で
あ
る
な
ど

身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
り
、
投
票
所
へ
行

く
こ
と
が
で
き
な
い
人
で
す
。
事
前
に
市

選
挙
管
理
委
員
会
へ
申
請
し
、
郵
便
等
投

票
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者
手

帳
の
記
載
内
容
に
よ
っ
て
は
郵
便
等
投
票

証
明
書
の
交
付
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
市
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

投
票
所
入
場
券
は
１
月
下
旬
に
郵
送

　

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人
に

は
、
１
月
下
旬
に
投
票
所
入
場
券
を
郵
送

し
ま
す
。

　

投
票
所
入
場
券
は
、４
人
連
記
式
の「
圧

着
式
は
が
き
」に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

は
が
き
を
開
い
て
１
枚
ず
つ
切
り
離
し
、

名
前
を
確
か
め
て
か
ら
、
投
票
所
に
行
く

時
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

入
場
券
が
見
当
た
ら
な
い
場
合
で
も
、

本
人
確
認
を
し
て
投
票
で
き
ま
す
。
投
票

所
の
係
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

選
挙
公
報
は
新
聞
折
り
込
み
で

　

候
補
者
の
氏
名
、
写
真
、
政
策
な
ど
を

掲
載
し
た
選
挙
公
報
を
、
投
票
日
の
前
日

ま
で
に
新
聞
折
り
込
み
で
配
布
し
ま
す
。

投
票
の
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

折
り
込
み
を
予
定
し
て
い
る
新
聞
は
、

読
売
・
朝
日
・
毎
日
・
東
京
・
日
本
経
済
・

産
経
・
埼
玉
新
聞
の
各
朝
刊
で
す
。
こ
れ

ら
の
新
聞
を
購
読
し
て
い
な
い
場
合
や
折

り
込
み
漏
れ
な
ど
で
配
布
さ
れ
な
か
っ
た

場
合
は
、
市
役
所
１
階
総
合
案
内
、
各
支

所
・
出
張
所
、
市
内
の
駅
・
郵
便
局
な
ど

に
備
え
て
あ
り
ま
す
の
で
、
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。

※
選
挙
管
理
委
員
会
で
作
成
し
た『
選
挙

の
お
知
ら
せ
』を
新
聞
折
り
込
み
で
1
月

上
旬
に
配
布
す
る
予
定
で
す
。

　

開
票
は
即
日
、
県
立
武
道
館
で

　

今
回
の
上
尾
市
長
選
挙
は
、
次
の
よ
う

に
即
日
開
票
さ
れ
ま
す
。

▼
と
き　

２
月
５
日（
日
）午
後
９
時
〜

▼
と
こ
ろ　

県
立
武
道
館

⇨選挙管理委員会事務局（ 775－9689 ･ 775－9819)

　

任
期
満
了
に
伴
う
上
尾
市
長
選
挙
は
１

月
29
日（
日
）に
告
示
さ
れ
、
２
月
５
日

（
日
）に
投
票
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
選
挙
は
、
私
た
ち
の
豊
か
な
郷
土
・

上
尾
を
築
く
た
め
の
代
表
者
を
選
ぶ
大
事

な
選
挙
で
す
。
有
権
者
の
皆
さ
ん
一
人
一
人

が
、
大
切
な
一
票
を
無
駄
に
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

　

投
票
で
き
る
人

　

上
尾
市
長
選
挙
に
投
票
で
き
る
人
は
、

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
て
、
次
の

要
件
に
当
て
は
ま
る
人
で
す
。

▼
年
齢　

平
成
４
年
２
月
６
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
満
20
歳
以
上

▼
住
所　

平
成
23
年
10
月
28
日
ま
で
に
上

尾
市
へ
転
入
の
届
け
出
を
し
、
引
き
続
き

市
内
に
住
所
が
あ
り
、
住
民
基
本
台
帳
に

記
載
さ
れ
て
い
る

　

期
日
前（
不
在
者
）投
票

〜
投
票
日
の
当
日
、
仕
事
な
ど
で
投
票
で

き
な
い
人
の
た
め
に
〜

　

上
尾
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
人
で
、
次
の
よ
う
な
人
は
投
票
日
の

前
日
ま
で
に
期
日
前（
不
在
者
）投
票
が
で

き
ま
す（
左
表
参
照
）。

●
仕
事
や
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
予
定
が
あ
る

●
レ
ジ
ャ
ー
や
買
い
物
な
ど
で
投
票
日
の

当
日
に
投
票
区
内
に
い
な
い

●
病
気
、
け
が
、
妊
娠
な
ど
の
理
由
で
歩

く
こ
と
が
困
難

▼
期
間　

告
示
日
の
翌
日（
１
月
30
日〈
月
〉）

〜
投
票
日
の
前
日（
２
月
４
日〈
土
〉）

※
投
票
所
入
場
券（
届
い
て
い
る
場
合
）を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
プ
ラ
ザ
22
へ
車
で
来
場
す
る
時
は
、
上

尾
西
口
大
駐
車
場（
７
ペ
ー
ジ
投
票
所
案

内
図
参
照
）を
１
時
間
ま
で
無
料
で
利
用

で
き
ま
す
。
駐
車
券
を
投
票
所
係
員
に
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。

※
尾
山
台
出
張
所
は
、
投
票
専
用
駐
車
場

が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

〈
不
在
者
投
票
〉

●
出
張
先
な
ど
滞
在
地
で

　

仕
事
先
や
旅
行
先
な
ど
滞
在
先
の
市
区

町
村
選
挙
管
理
委
員
会
で
不
在
者
投
票
を

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
事
前
の
手
続
き
が

必
要
で
す
の
で
、
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
へ
早
め
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
病
院
な
ど
で

　

不
在
者
投
票
施
設
と
し
て
都
道
府
県
選

挙
管
理
委
員
会
か
ら
指
定
さ
れ
て
い
る
病

院
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入
院
・
入
所
し

て
い
る
人
は
、
施
設
内
で
投
票
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
施
設
に
早
め
に
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

　

代
理
・
点
字
・
郵
便
投
票

〜
身
体
が
不
自
由
な
人
の
た
め
に
〜

　

身
体
が
不
自
由
な
人
の
た
め
に
、
次
の

よ
う
な
投
票
方
法
が
あ
り
ま
す
の
で
、
利

用
し
て
く
だ
さ
い
。

■
代
理
投
票

　

身
体
の
不
自
由
な
人
や
、
自
分
で
字
を

書
く
こ
と
の
で
き
な
い
人
は
、
投
票
所
の

係
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
係
員
が
代

わ
っ
て
書
き
ま
す
。
係
員
は
投
票
内
容
を

絶
対
に
他
人
に
話
し
て
は
い
け
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
く
だ

さ
い
。

■
点
字
投
票

　

目
の
不
自
由
な
人
の
た
め
に
点
字
器
と
点

字
用
投
票
用
紙
を
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。
投

票
所
の
係
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

会　場 投票時間

市役所本庁舎
東棟1階

午前8時30分～
午後8時

プラザ22
2階会議室

午前9時30分～
午後8時

尾山台出張所 午前9時30分～
午後5時

期日前（不在者）投票所

上尾市長選挙
投 ･開票日は2月5日（日）

投票時間：午前７時～午後８時　

期
日
前（
不
在
者
）投
票
所
案
内
図

　

平
成
23
年
10
月
29
日
以
降
に
他
市

区
町
村
か
ら
上
尾
市
へ
転
入
の
届
け

出
を
し
た
人
は
、
選
挙
人
名
簿
に
登

録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
今
回
の
選

挙
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。
投
票
前
に

上
尾
市
か
ら
転
出
す
る
人
も
投
票
で

き
ま
せ
ん
。

注 意
　

投
票
日
当
日
の
各
投
票
所
へ
は
、

特
別
な
事
情
の
な
い
限
り
、
自
動
車

で
の
来
場
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

お願い

　

投
票
・
開
票
速
報
を

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
で
も

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

上尾市地域福祉計画（見直し素案）への意見を募集
⇨社会福祉課( 775－5118 ･ 776－8872)

　平成19年3月に「上尾市地域福祉計画」を、平成28年
度を目標年度として策定しましたが、中間年次に当た
る本年度見直しを進めています。そこで市民の皆さん
から意見を募集します。
▶募集期間　1月4日（水）～31日（火）　
▶提出方法　「上尾市地域福祉計画（見直し素案）への
意見書」（様式）に必要事項を記入して、直接か郵送、
ファクスまたはメールで社会福祉課（市役所2階②番
窓口、〒362-8501本町3-1-1、 a171000@city.ageo.
lg.jp）へ

※電話では受け付けません。　
▶計画（素案）、意見書（様式）の設置場所　社会福祉
課、情報公開コーナー（市役所1階）、各支所・出張所　
※市ホームページにも掲載しています。
▶意見などの取り扱い　市で内容を検討した上、計画
の参考にする
※住所、氏名や個人が特定できる内容を除き、市ホー
ムページで公表します。意見に対し個別に回答はしま
せん。
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